
自
民
党
で
は
毎
年
９
月
３
日
を

「
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
不
法
占
拠
に
抗
議
す
る
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

北
方
領
土
を
は
じ
め
、
竹
島
や
尖
閣
諸
島
な
ど
、

日
本
の
領
土
を
と
り
ま
く
状
況
や
、

問
題
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
、

「
領
土
に
関
す
る
特
命
委
員
会
」
委
員
長
の

新
藤
義
孝
衆
議
院
議
員
に
伺
い
ま
し
た
。

―
日
本
の
領
土
問
題
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

新
藤　

私
た
ち
の
国
に
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
に
端
を
発
し
、
い
ま
だ
解

決
し
て
い
な
い
課
題
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。
そ
の
一
つ
が
領
土
問
題
で
す
。

択え
と

捉ろ
ふ

島
、
国く

な

後し
り

島
、
色し

こ

丹た
ん

島
、
歯は

ぼ

舞ま
い

群
島
の
北
方
領
土
は
ロ
シ
ア
に
、
日

本
海
に
浮
か
ぶ
竹
島
は
韓
国
に
よ
っ

て
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
尖
閣
諸
島
に
関
し

て
は
、
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る

こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
、
国
際
法
上

に
も
明
ら
か
で
す
。
そ
の
た
め
尖
閣

諸
島
を
め
ぐ
り
、
隣
国
と
の
間
に
解

決
す
べ
き
領
有
権
は
、
そ
も
そ
も
存

在
し
な
い
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
中
国
や
台
湾
は
、
わ
が
国
の
主

権
を
脅
か
す
行
為
を
繰
り
返
し
て
い

ま
す
。

―
領
土
問
題
が
未
解
決
な
ま
ま
だ

と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま

す
か
。

新
藤　

国
際
社
会
か
ら
信
頼
さ
れ
ず
、

国
益
を
損
な
い
ま
す
。

　

国
家
を
成
立
さ
せ
る
基
本
要
素
と

は
何
か
。
そ
れ
は
、
国
民
意
識
の
統

合
、
領
土
の
保
全
、
そ
し
て
主
権
の

確
立
の
三
つ
で
す
。
国
家
は
、〝
私

た
ち
は
日
本
人
だ
”
と
い
う
意
識
を

持
つ
人
々
が
住
む
領
土
を
守
る
と
と

も
に
、
他
国
の
権
利
が
及
ば
な
い
主

権
を
確
立
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重

要
で
す
。
つ
ま
り
、
領
土
や
主
権
の

問
題
を
抱
え
て
い
る
今
の
状
態
は
、

国
家
と
し
て
完
全
と
は
言
い
難
い
の

で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
新
聞
や
テ
レ
ビ

な
ど
で
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
領
土
と

主
権
を
断
固
と
し
て
守
り
抜
く
決
意

の
も
と
、
わ
が
党
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
し
、
毅
然
か
つ
冷
静
に
対

処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
領
土
と
主
権
を

断
固
と
し
て
守
り
抜
く

新
藤
義
孝 

領
土
に
関
す
る
特
命
委
員
会 

委
員
長

特集 1

竹島

北方領土

尖閣諸島

領
土
問
題
を
考
え
る
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―
北
方
領
土
を
め
ぐ
る
歴
史
は
。

新
藤　

北
方
領
土
を
最
初
に
発
見
し
、

調
査
を
開
始
し
た
の
は
日
本
で
す
。

遅
く
と
も
19
世
紀
初
め
に
は
、
わ
が

国
は
択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
、

歯
舞
群
島
の
北
方
四
島
を
実
効
支
配

し
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
と
ロ
シ
ア
の
間
で
国
境
を
決

め
た
の
は
、
今
か
ら
１
６
２
年
前
で

す
。
安
政
元
年
（
１
８
５
５
）
２
月

７
日
に
日に

ち

魯ろ

通
好
条
約
を
締
結
し
、

両
国
の
国
境
を
択
捉
島
と
ウ
ル
ッ
プ

島
の
間
と
定
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
時
代
に
国
境
は
２

度
変
わ
り
ま
し
た
が
、
北
方
領
土
は

一
度
と
し
て
他
国
の
領
土
に
な
っ
た

事
実
が
な
い
、
日
本
固
有
の
領
土
で

す
（
資
料
１
参
照
）。

―
ロ
シ
ア
は
い
つ
か
ら
不
法
占
拠

を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

新
藤　

昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）
か

ら
で
す
。
以
来
、
72
年
に
わ
た
り
不

法
占
拠
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

ロ
シ
ア
側
は
「
日
本
が
戦
争
を
起

こ
し
た
罰
だ
」
と
居
座
り
を
正
当
化

し
て
い
ま
す
が
、
日
本
が
ソ
連
（
現

ロ
シ
ア
）
に
宣
戦
布
告
を
し
た
事
実

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昭
和
20
年
当
時
、
有
効
だ
っ
た
日

ソ
中
立
条
約
を
破
り
、
日
本
に
侵
攻

し
た
の
は
ソ
連
で
す
。
こ
れ
は
、
日

本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
８

月
14
日
後
も
続
き
、
同
月
28
日
に
択

捉
島
へ
の
攻
撃
を
開
始
。
９
月
２
日

に
は
ソ
連
代
表
も
参
加
し
、
日
本
は

降
伏
文
書
に
調
印
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
同
月
３
日
以
降
も
ソ
連
は
侵
攻

を
続
け
、
２
日
後
の
同
月
５
日
に
北

方
四
島
を
占
拠
し
ま
す
。

　

現
在
の
国
境
は
、
昭
和
26
年

（
１
９
５
１
）
９
月
８
日
に
調
印
し

た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に

よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
時
、
日
本
は

千
島
列
島
と
南
樺
太
（
南
サ
ハ
リ

ン
）
を
放
棄
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中

に
北
方
四
島
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ソ
連
は
こ
の
平
和
条
約
に
調
印
し
て

い
な
い
の
で
す
。

　

自
民
党
は
、
降
伏
文
書
の
調
印
後

に
ソ
連
が
再
び
侵
攻
を
開
始
し
た
９

月
３
日
を
「
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
不

法
占
拠
に
抗
議
す
る
日
」
と
定
め
て

い
ま
す
。
こ
の
日
を
中
心
に
毎
年
、

全
国
各
地
で
返
還
運
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

９
月
３
日
は

「
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
不
法
占
拠
に
抗
議
す
る
日
」

こ
の
日
を
中
心
に
返
還
運
動
を
展
開

―
竹
島
と
は
、
ど
の
よ
う
な
島
で

す
か
。

新
藤　

日
本
海
に
浮
か
ぶ
女
島
（
東

島
）
と
男
島
（
西
島
）
の
２
つ
の
島

な
ど
か
ら
な
り
、
総
面
積
は
約
０
・

21
㎢
。
東
京
の
日
比
谷
公
園
と
ほ
ぼ

同
じ
広
さ
が
あ
り
、
島
根
県
の
隠
岐

の
島
町
に
属
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
古
く
か
ら
、
竹
島
（
旧

称
・
松
嶋
）
と
、
そ
の
西
に
あ
る
鬱う

つ

陵り
ょ
う

島と
う

（
旧
称
・
竹
嶋
）
の
存
在
を
認

識
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
図
や
文
献
に

残
し
て
き
ま
し
た
（
資
料
２
参
照
）。

江
戸
時
代
に

は
幕
府
か
ら
葵

の
御
紋
入
り
の

「
竹
島
渡
海
船
の
船
印
」
を
与
え
ら

れ
た
漁
師
が
、
鬱
陵
島
を
拠
点
に
ア

シ
カ
や
ア
ワ
ビ
、
海
藻
な
ど
を
と
っ

て
い
ま
し
た
。
竹
島
は
、
鬱
陵
島
へ

行
く
た
め
の
目
印
や
停
泊
地
に
利
用

さ
れ
、
遅
く
と
も
17
世
紀
半
ば
に
は

領
有
権
を
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

１
９
０
０
年
代
に
な
る
と
、
隠
岐

島
民
か
ら
ア
シ
カ
漁
の
さ
ら
な
る
安

定
を
求
め
る
声
が
上
が
り
ま
す
。
そ

の
た
め
日
本
政
府
は
、
明
治
38
年

（
１
９
０
５
）
１
月
に
閣
議
決
定
で

竹
島
を
島
根
県
に
編
入
し
ま
す
。
こ

の
時
、
官
有
地
台
帳
へ
の
登
録
や
、

国
有
地
使
用
料
の
徴
収
な
ど
を
行
い

ま
し
た
が
、
他
国
か
ら
抗
議
を
受
け

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
26
年
の
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
、
日
本
の
放

棄
す
べ
き
地
域
は
「
済
州
島
、
巨
文

島
お
よ
び
鬱
陵
島
を
含
む
朝
鮮
」
と

規
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
韓
国
側

は
不
服
と
し
、
竹
島
も
加
え
る
よ
う

要
求
し
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ

は
「
竹
島
が
過
去
に
朝
鮮
領
と
し
て

扱
わ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
竹

島
は
古
く
か
ら
日
本
の
島
で
あ
る
」

と
、
韓
国
側
の
主
張
を
明
確
に
否
定

し
ま
す
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
ラ
ス

ク
国
務
次
官
補
（
極
東
担
当
）
に
よ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ス
ク
書
簡
」
で

す
。

　

国
際
社
会
に
お
け
る
正
式
文
書

で
、
竹
島
は
日
本
の
領
土
で
あ
る
こ

と
が
再
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
韓
国
の
初
代
大
統
領
・
李
承

晩
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
が
発
効
す
る
直
前
の
昭
和
27

年
（
１
９
５
２
）
１
月
に
、
一
方
的

に
日
本
海
・
東
シ
ナ
海
の
軍
事
境
界

線
を
設
定
し
ま
す
。
韓
国
は
、
こ
の

「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」（
資
料
３
参
照
）

の
内
側
に
竹
島
を
取
り
込
み
、「
竹

島
は
韓
国
の
領
土
で
あ
る
」
と
勝
手

竹
島
は
日
本
固
有
の
領
土

韓
国
の
占
拠
に
法
的
根
拠
な
し

安政元年（1855年）

日魯通好条約を締
結。両国は択捉島
とウルップ島の間
に、初めて両国の
国境を確定する。
樺太（サハリン）は、
両国の混住の地と
なる。

太平洋

オホーツク海
カムチャッカ
半島

樺太
（サハリン）

ウルップ島

国後島

色丹島
歯舞群島

択捉島

千
島
列
島

1

昭和20年（1945年）

ソ連軍が北方四島に侵攻し、不法占拠する。
8 月 9 日 ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し、
 対日参戦
8 月 14 日 日本はポツダム宣言を受諾
8 月 15 日 第二次世界大戦終結
8 月 18 日 ソ連軍、千島列島への攻撃を開始
8 月 28 日～ ソ連軍、北方四島を不法占拠 

ソ連軍の不法占拠によって、島々に住んでいた日本人
の半数は小舟に乗り、自力で島を脱出。しかし、それ
以外の島民は脱出することができず、樺太などで苦し
い生活を送った後、昭和22年から24年にかけて強
制的に日本本土に引き揚げさせられた。

太平洋

オホーツク海
カムチャッカ
半島

樺太
（サハリン）

色丹島
歯舞群島

択捉島

千
島
列
島

国後島

ウルップ島

ソ連軍が千島列島、
北方四島に侵攻

4

昭和26年（1951年）

サンフランシスコ
平和条約に調印。
日本は、千島列島
と南樺太（南サハ
リン）を放棄する
が、千島列島には
北方四島は含まれ
ていない。また、
ソ連はこの条約に
調印していない。

太平洋

オホーツク海
カムチャッカ
半島

樺太
（サハリン）

ウルップ島

国後島

色丹島
歯舞群島

択捉島

千
島
列
島

5

明治8年（1875年）

樺太千島交換条約
が成立。日本は、
ロシアから千島列
島を譲り受け、樺
太全島を放棄する。
千島列島とはウ
ルップ島以北の18
の島を指し、北方
四島は含まれない。

太平洋

オホーツク海
カムチャッカ
半島

樺太
（サハリン）

ウルップ島

国後島

色丹島
歯舞群島

択捉島

千
島
列
島

2

明治38年（1905年）

ポーツマス条約に
調印。日本はロシ
アから南樺太（南
サハリン）を譲り
受ける。

太平洋

オホーツク海
カムチャッカ
半島

樺太
（サハリン）

ウルップ島

国後島

色丹島
歯舞群島

択捉島

千
島
列
島

3

資料1  日露・日ソ間の国境取り決めの変遷
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に
言
い
始
め
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、

韓
国
は
竹
島
に
警
備
隊
員
を
常
駐
さ

せ
、
宿
舎
や
監
視
所
、
接
岸
施
設
等

を
設
置
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
不
法

占
拠
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
行
為
は
国
際
法
に
明
ら

か
に
反
し
、
わ
が
国
は
こ
れ
ま
で
３

回
に
わ
た
っ
て
国
際
司
法
裁
判
所
に

付
託
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
が
、

韓
国
側
は
す
べ
て
拒
否
し
て
い
ま
す
。

―
韓
国
の
不
法
占
拠
に
よ
り
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す

か
？

新
藤　

昭
和
27
年
４
月
28
日
以
降
、

ラ
イ
ン
内
に
出
漁
し
た
日
本
漁
船
が

韓
国
側
に
拿だ

捕ほ

さ
れ
る
事
件
が
相
次

ぎ
、
日
本
人
に
死
傷
者
が
出
ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
28
年
７
月
に
は
、
竹
島

周
辺
で
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
が
韓

国
官
憲
に
よ
っ
て
銃
撃
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
許
し
が
た
い
行
為
は
も

ち
ろ
ん
、『
り
ぶ
る
』
読
者
の
皆
さ

ん
に
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
は
、

韓
国
側
は
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
を
設

定
し
た
昭
和
27
年
以
前
に
関
す
る
行

政
文
書
や
地
図
を
一
つ
も
持
っ
て
い

な
い
こ
と
で
す
。
韓
国
側
が
竹
島
を

自
国
の
領
土
と
主
張
す
る
根
拠
は
、

１
５
３
０
年
の
李
氏
朝
鮮
に
よ
る
地

図
（
資
料
４
参
照
）
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
を
見
る
と
島
の
形
や
大
き
さ
が

違
う
だ
け
で
な
く
、
位
置
関
係
す
ら

で
た
ら
め
で
す
。
竹
島
で
な
い
こ
と

は
、
明
ら
か
で
す
。

　

ま
た
、
当
時
の
李
氏
朝
鮮
は
、
鬱

陵
島
へ
の
渡
航
を
禁
止
し
、〝
空
島

政
策
”
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う

し
た
事
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

韓
国
側
は
何
百
年
も
前
か
ら
自
分
た

ち
の
領
土
だ
と
勝
手
な
主
張
を
繰
り

返
し
、
私
た
ち
の
先
祖
が
ず
っ
と
使

っ
て
き
た
竹
島
の
不
法
占
拠
を
正
当

化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

―
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

新
藤　

尖
閣
諸
島
は
東
シ
ナ
海
の
南

西
部
に
位
置
す
る
、
魚う

お

釣つ
り

島し
ま

、
北き

た

小こ

島じ
ま

、
南

み
な
み

小こ

島じ
ま

、
久く

場ば

島し
ま

、
大た

い

正し
ょ
う

島と
う

、

沖お
き

ノの

北き
た

岩い
わ

、
沖お

き

ノの

南み
な
み

岩い
わ

、
飛と

び

瀬せ

な
ど

の
島
嶼し

ょ

の
総
称
で
す
。

　

明
治
18
年
（
１
８
８
５
）
以

降
、
日
本
政
府
は
、
誰
も
使
っ
て
い

な
い
、
ど
こ
の
島
に
も
な
っ
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
し
、
明
治
28
年

（
１
８
９
５
）、
正
当
な
手
続
き
を
し

て
日
本
の
領
土
に
編
入
し
ま
し
た
。

以
来
、
一
貫
し
て

日
本
の
領
土
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
一
時
は
２
０
０
人
以
上
の
住

人
が
尖
閣
諸
島
で
生
活
し
、
鰹
節
工

場
や
羽
毛
の
採
集
な
ど
の
事
業
も
行

っ
て
い
ま
し
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
尖
閣
諸
島

は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に

お
い
て
沖
縄
の
一
部
と
し
て
ア
メ
リ

カ
の
施
政
下
に
置
か
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
昭
和
46
年
（
１
９
７
１
）
に

調
印
し
た
沖
縄
返
還
協
定
に
は
尖
閣

諸
島
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
中
国
は

１
９
７
０
年
代
に
な
る
ま
で
尖
閣
諸

島
の
領
有
に
異
議
を
一
切
唱
え
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
例

え
ば
、
１
７
４
４
年
に
清
（
中
国
）

の
皇
帝
の
勅
命
に
よ
り
編
纂さ

ん

さ
れ
た

地
理
書
『
大
清
一
統
志
』（
資
料
５

参
照
）
に
描
か
れ
て
い
る
台
湾
は
西

半
分
。
そ
こ
か
ら
約
１
９
５
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
離
れ
た
尖
閣
諸
島
は
地
図
に

す
ら
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

台
湾
に
帰
属
し
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。

　

ま
た
、
明
治
時
代
、
尖
閣
諸
島
の

沖
合
で
中
国
船
の
遭
難
事
故
が
起
こ

り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
日
本
人
が
海

に
飛
び
込
ん
で
救
出
し
、
当
時
の
中

華
民
国
政
府
か
ら
「
沖
縄
県
尖
閣
諸

島
の
皆
さ
ん
へ
」
と
題
し
た
感
謝
状

が
届
い
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
１
９
５
８
年
に
中
国
の

地
図
出
版
社
が
出
版
し
た
『
世
界
地

図
集
』（
資
料
６
参
照
）
に
は
、
日

本
の
領
土
と
し
て
「
尖
閣
群
島
（
尖

閣
諸
島
）」
が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

―
中
国
が
尖
閣
諸
島
の
主
権
を
唱

え
る
の
は
、
ど
う
し
て
で
す
か
。

新
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昭
和
44
年
（
１
９
６
９
）、

国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
（
Ｅ

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
が
鉱
物
資
源
調
査
を
行

い
、
尖
閣
諸
島
の
周
辺
に
大
量
の
石

油
が
埋
蔵
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘

し
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
２
年
後
の
昭
和
46
年
６
月
、

台
湾
が
突
然
、「
領
有
権
」
を
主
張

し
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
同
年
12
月
、

中
国
が
「
台
湾
が
領
有
す
る
島
は
、

当
然
我
々
の
も
の
だ
」
と
言
い
出
し

た
の
で
す
。

　

先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
尖
閣

か
つ
て
２
０
０
人
以
上
が
居
住

尖
閣
諸
島
の
主
権
を
取
り
戻
す

資料2  江戸時代の竹島 元禄 9 年（1696）

資料3  李承晩ライン資料4  李氏朝鮮『新
しん

増
ぞう

東
とう

国
ごく

輿
よ

地
ち

勝
しょう

覧
らん

　八
はち

道
どう

総
そう

図
ず

』
1530年（朝鮮王朝作成）

資料5  清朝『大清一統志』1744 年

元禄 9年（1696）、江戸幕府の求めに応じて鳥取藩から提出された絵図（『小谷伊兵衛より差出候
竹嶋之絵図』鳥取県立博物館蔵）。隠岐島、松嶋（現在の竹島）、磯竹嶋とも呼ばれた竹嶋（現在
の鬱陵島）の位置関係が正しく描かれている。提供：新藤義孝衆議院議員

韓国は、鬱陵島西側の「于山島」を現在の竹島（韓国
名・独島）と主張するが、面積は竹島が約0.21 k㎡で、
鬱陵島は約73 k㎡。また、竹島は２つの島（東島・西島）
などで構成され、鬱陵島の南東88㎞先に位置する。于
山島と竹島は、面積、形状、位置がすべて異なり、同
一島でないことは明らか。提供：新藤義孝衆議院議員

出典：外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

鬱陵島

日本

韓 国
日本海

竹島

対馬
済州島

李承晩ライン

韓国が国際法に反して
一方的に設定

清の第6代皇帝・乾隆帝の勅命により編纂された
地理書では、台湾府の北限は「鶏籠（きるん）城界」
とされている。尖閣諸島は、この鶏籠城から東北に
約195㎞離れた位置にあり、台湾に帰属していない
ことは明白。また、台湾の東側は清朝の統治が及
んでいなかったことが分かる。提供：新藤義孝衆
議院議員
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諸
島
に
、
領
土
問
題
は
存
在
し
ま
せ

ん
。
中
国
や
台
湾
は
、
歴
史
的
資
料

を
平
然
と
改
変
し
て
「
古
来
よ
り
領

有
し
て
い
た
」
と
、
あ
た
か
も
領
有

権
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞

っ
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、「
戦
争

に
よ
っ
て
領
土
を
奪
わ
れ
た
」
と
主

張
し
始
め
る
な
ど
、
戦
争
問
題
に
話

を
す
り
替
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

自
民
党
が
立
党
し
た
の
は
、

今
か
ら
62
年
前
の
昭
和
30
年

（
１
９
５
５
）
で
す
。
そ
の
原

点
は
、
日
本
の
「
自
主
独
立
の

完
成
」
で
あ
り
、
党
是
は
「
現

行
憲
法
の
自
主
的
改
正
」
で
す
。

　

現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た

昭
和
22
年
（
１
９
４
７
）、
日

本
は
連
合
国
軍
の
占
領
下
に

あ
り
ま
し
た
。
憲
法
は
Ｇ
Ｈ

Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官

総
司
令
部
）
が
指
示
し
た
草

案
を
基
に
短
期
間
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
、
領
土
は
誰
が
守
る
の

か
、
領
海
・
領
空
を
ど
の
よ
う
に
守

る
の
か
は
一
切
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
は
国
家
の
根
幹
の

部
分
が
不
完
全
な
憲
法
を
70
年
間
使

い
続
け
て
い
る
の
で
す
。
わ
が
党
が

憲
法
改
正
を
悲
願
と
し
て
い
る
の
は
、

終
戦
以
降
の
占
領
体
制
か
ら
脱
却
し
、

日
本
を
真
の
主
権
国
家
に
す
る
た
め

で
す
。

―
領
土
に
関
す
る
特
命
委
員
会

（
以
下
、
特
命
委
員
会
）
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

新
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設
立
は
、
平
成
22

年
（
２
０
１
０
）
10
月
１
日

で
す
。
同
年
９
月
７
日
、
尖

閣
諸
島
付
近
で
発
生
し
た
中
国
漁
船

と
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
と
の
衝
突

事
件
が
き
っ
か
け
で
す
。
当
時
は
民
主

―
今
年
６
月
２
日
、
特
命
委
員
会

は
安
倍
総
理
に
申
し
入
れ
を
し
た
そ

う
で
す
ね
。

新
藤　

は
い
。
５
月
17
日
か
ら
発
生

し
た
韓
国
海
洋
調
査
船
に
よ
る
竹
島

領
海
侵
入
と
、
同
月
18
日
に
確
認
さ

れ
た
中
国
公
船
に
よ
る
尖
閣
諸
島
領

海
侵
入
及
び
ド
ロ
ー
ン
飛
行
に
つ
い

て
、
政
府
へ
厳
格
な
対
処
を
求
め
る

要
望
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
６
月
７
日
に
岸
田
文
雄

外
務
大
臣
、
同
月
９
日
に
石
井
啓
一

国
土
交
通
大
臣
と
松
本
純
領
土
問
題

担
当
大
臣
に
申
し
入
れ
を
行
い
、
わ

が
国
も
し
か
る
べ
き
海
洋
調
査
を
行

う
と
と
も
に
、
国
の
安
全
保
障
が
脅

党
政
権
で
、
そ
の
対
応
が
あ
ま
り
に

も
お
粗
末
だ
っ
た
た
め
、
石
破
茂
政
務

調
査
会
長
（
当
時
）
に
相
談
し
、
私

が
委
員
長
代
理
と
な
っ
て
、
特
命
委

員
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
初
代
の

石
破
茂
委
員
長
、
第
２
代
の
額
賀
福

志
郎
委
員
長
に
次
ぎ
、
昨
年
９
月
か

ら
私
が
第
３
代
委
員
長
を
務
め
て
い

ま
す
。

　

活
動
の
目
的
は
、
主
に
三
つ
で
す
。

一
つ
目
は
、
領
土
や
主
権
に
関
し
て

他
国
と
軋あ

つ

轢れ
き

が
生
じ
た
時
の
対
応
を

協
議
す
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
日
本

の
主
張
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
歴
史

や
法
的
根
拠
な
ど
の
調
査
研
究
を
行

い
、
そ
れ
を
広
く
国
民
の
皆
さ
ん
に

お
届
け
す
る
広
報
や
情
報
発
信
の
あ

り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。
そ
し
て
三

つ
目
は
、
政
府
の
体
制
を
強
化
す
る

こ
と
で
す
。

　

特
命
委
員
会
の
取
り
組
み
の
成
果

と
し
て
、〝
領
土
問
題
三
部
作
”
を

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
領
土
問
題
担
当
大
臣
の
新

設
で
す
。
こ
れ
は
安
倍
晋
三
内
閣
に

な
っ
て
初
め
て
、
内
閣
府
内
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
初
代
の
山
本
一
太
大

臣
か
ら
、
山
谷
え
り
子
大
臣
、
島
尻

安
伊
子
大
臣
、
松
本
純
大
臣
と
続
き
、

領
土
問
題
の
解
決
推
進
に
向
け
て
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
領
土
問
題
を
担
当
す
る
組

織
の
整
備
で
す
。
我
々
が
提
案
す
る

前
は
、「
北
方
対
策
本
部
」
し
か
な

く
、
竹
島
や
尖
閣
諸
島
を
所
管
す
る

組
織
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
内
閣
官
房
に
、
領
土
・
主
権
対
策

企
画
調
整
室
を
設
置
し
、
関
連
資
料

の
整
理
や
収
集
、
広
報
活
動
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
の
情
報
発
信
、
企
画
展

示
会
の
開
催
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

業
を
精
力
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
は
、
領
土
や
主
権
な

ど
に
関
す
る
歴
史
的
、
学
術
的
な
調

査
研
究
を
行
う
第
３
者
機
関
の
新
設

で
す
。
平
成
29
年
度
予
算
に
お
い

て
、「
領
土
・
主
権
・
歴
史
研
究
事

業
補
助
金
」
が
設
け
ら
れ
、
国
内
の

研
究
機
関
に
よ
る
調
査
や
内
外
へ
の

情
報
発
信
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
後

は
、
政
府
が
持
っ
て
い
る
デ
ー
タ
な

ど
も
活
用
し
、〝
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
”

体
制
で
調
査
研
究
が
進
展
す
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
領
土
や
主
権
に
関

す
る
日
本
政
府
の
取
り
組
み
は
、
特

命
委
員
会
か
ら
の
提
案
が
基
幹
に
な

っ
て
い
ま
す
。

か
さ
れ
て
い
る
現
状
を
国
民
に
き
ち

ん
と
知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
訴
え
て
き

ま
し
た
。

　

近
年
、
わ
が
国
の
領
海
お
よ
び
排

他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に
外
国

船
舶
等
が
入
域
す
る
事
件
が
多
発
。

特
に
中
国
は
、
軍
事
力
を
急
速
に
拡

大
し
、
よ
り
遠
方
の
海
空
域
で
の
作

戦
を
も
く
ろ
ん
で
い
ま
す
。
昨
年
12

月
に
中
国
海
軍
の
空
母
が
初
め
て
宮

古
水
道
を
通
過
し
、
今
年
７
月
に
は

海
警
局
所
属
の
２
船
が
津
軽
海
峡
の

領
海
内
を
航
行
し
ま
し
た
。
中
国

か
ら
太
平
洋
に
出
る
、
こ
の
二
つ
の

ル
ー
ト
は
日
本
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
通
り
ま

す
が
、
公
海
も
存
在
し
て
お
り
、
海

の
ル
ー
ル
さ
え
守
れ
ば
、
ど
の
国
で

も
自
由
に
航
行
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

中
国
が
そ
れ
を
守
ら
ず
、
日
本
の
領

土
・
領
海
を
自
国
の
領
土
・
領
海
に

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
１
ミ

リ
の
隙
も
見
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
不
法
な
海

洋
の
科
学
的
調
査
も
繰
り
返
さ
れ
て

い
ま
す
。
中
で
も
韓
国
は
、
10
年
前

に
日
本
と
一
触
即
発
の
大
騒
動
を
招

い
た
、
い
わ
く
付
き
の
船
が
同
じ
海

域
で
調
査
を
再
開
。
ま
た
、
中
国
は

今
年
に
入
っ
て
す
で
に
８
隻
が
不
法

な
海
洋
調
査
を
行
い
、
今
後
も
緊
張

感
を
持
っ
て
、
そ
の
動
向
を
注
視
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

わ
が
国
は
世
界
有
数
の
海
洋
大
国

で
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
広
さ
は
世
界
第
６
位
。

豊
富
な
漁
場
と
、
計
り
知
れ
な
い
海

洋
資
源
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
秘
め
て

い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、

尖
閣
諸
島
の
周
辺
に
は
石
油
資
源
、

ま
た
沖
縄
近
海
の
海
底
熱
水
鉱
床
に

は
銅
や
亜
鉛
な
ど
の
鉱
物
資
源
が
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
竹
島
周
辺
に
は
未
来
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
期
待
さ
れ
る
メ
タ
ン
ハ

イ
ド
レ
ー
ト
が
、
北
方
領
土
周
辺
に

も
豊
富
な
資
源
が
海
底
の
奥
深
く
に

眠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

採
掘
で
き
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
領
土
問
題
が
未
解
決

の
た
め
、
あ
る
い
は
主
権
問
題
に
よ

っ
て
自
由
に
使
う
こ
と
が
制
限
さ
れ

て
い
る
た
め
、
海
洋
資
源
調
査
す
ら

で
き
な
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
領

土
・
主
権
問
題
と
は
、
安
全
保
障
の

問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
済
の
問

題
で
あ
り
、
そ
し
て
海
洋
資
源
の
問

題
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

北
方
領
土
に
、
か
つ
て
住
ん
で
い

日
本
政
府
の
取
り
組
み
を

特
命
委
員
会
が
支
援

領
土
を
取
り
戻
し
、
主
権
を
確
立
す
る
こ
と
で

日
本
の
経
済
拡
大
や
資
源
確
保
に

資料6  『世界地図集』（1958 年、中国）

中国の地図出版社が出版した地図では、尖閣諸島を「尖閣
群島」と明記し、沖縄の一部として扱っている。
出典：外務省ホームページ　http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/senkaku/

尖閣群島
魚釣島
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―
領
土
問
題
を
解
決
す
る
に
は
何

が
必
要
で
す
か
。

新
藤　

平
和
的
に
、
外
交
の
手
段
を

使
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も

重
要
で
す
。
韓
国
の
文
在
寅
大
統
領

は
昨
年
７
月
25
日
、
大
統
領
に
な
る

前
に
竹
島
に
上
陸
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
事
態
の
把
握
が
遅
れ
た
日
本
政

府
は
、
同
日
ラ
オ
ス
で
開
か
れ
て
い

た
日
韓
外
相
会
談
の
場
で
韓
国
に
抗

議
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
関
係
す
る
国
と
は
、〝
信
頼
”

〝
法
律
”〝
正
義
”
を
持
っ
て
、
冷
静

に
粘
り
強
く
対
応
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
国
際
社
会
を
味
方
に
す
る

こ
と
も
大
切
で
す
。
幸
い
日
本
に
は
、

自
分
た
ち
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
示

す
歴
史
的
資
料
、
調
査
研
究
成
果
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
開

示
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
主
張
に
は

正
当
性
が
あ
り
、
ロ
シ
ア
、
韓
国
、

中
国
、
台
湾
の
主
張
に
は
根
拠
が
な

い
こ
と
を
国
際
世
論
に
訴
え
て
い
け

ば
よ
い
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
資
料
等
を
閲

覧
で
き
る
常
設

展
示
室
を
、
政

府
と
し
て
今
年

度
中
に
開
設
す
る
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。
直
接
、
目
で
見
て
触
れ
な
が

ら
、
領
土
・
主
権
問
題
に
つ
い
て
考

え
る
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

―
『
り
ぶ
る
』
読
者
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

新
藤　

領
土
・
主
権
問
題
は
、
国
家

存
続
の
座
標
軸
で
す
。
今
こ
こ
で
、

き
ち
ん
と
し
た
対
応
を
取
ら
な
け
れ

ば
、
国
際
社
会
か
ら
「
日
本
は
、
経

済
は
一
生
懸
命
頑
張
る
が
、
根
幹
の

問
題
は
あ
や
ふ
や
の
ま
ま
で
妥
協
す

る
国
だ
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
問
題
を
先
送
り
に

し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
シ
ワ
寄
せ
は

私
た
ち
の
子
供
や
孫
に
い
く
だ
け
で

す
。
隣
国
と
真
の
友
好
関
係
を
築
く

た
め
に
も
、
我
々
の
世
代
で
平
和
的

に
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
国
内
世
論
の
喚

起
が
不
可
欠
で
す
。
国
民
が
無
関
心

で
は
、
ロ
シ
ア
、
韓
国
、
中
国
や
台

湾
に
、
日
本
の
本
気
度
は
伝
わ
り
ま

せ
ん
。

　

特
命
委
員
会
で
は
引
き
続
き
、
歴

史
的
事
実
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
、
わ
が
国
の
対
応
な
ど
の
情

報
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。
国
民
の

一
人
ひ
と
り
が
日
本
の
領
土
と
主
権

に
関
す
る
危
機
意
識
を
持
ち
、
声
を

上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
聞
や
テ

レ
ビ
は
報
道
と
し
て
取
り
扱
い
、
さ

ら
に
国
民
意
識
は
高
ま
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
日
本
政
府
を
動
か
す
原
動
力

に
も
な
り
ま
す
。

　

領
土
問
題
解
決
に
向
け
て
、『
り

ぶ
る
』
読
者
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

領
土
・
主
権
問
題
の
解
決
に
は

国
内
世
論
の
喚
起
が
不
可
欠

た
方
々
が
い
ま
す
。
先
祖
の
お
墓

も
、
残
し
て
き
た
財
産
も
あ
り
ま
す
。

「
自
分
の
故
郷
に
戻
り
た
い
」
と
い

う
元
島
民
の
切
実
な
願
い
に
応
え
る

た
め
、
安
倍
内
閣
は
従
来
と
は
違
う

発
想
で
ロ
シ
ア
に
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
領

土
と
竹
島
を
取
り
戻
す
と
と
も
に
、

尖
閣
諸
島
の
主
権
を
確
立
す
る
こ
と

で
、
私
た
ち
の
国
の
経
済
拡
大
や
資

源
確
保
に
つ
な
げ
て
い
く
。
こ
れ
が

領
土
問
題
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。―

領
土
に
関
す
る
教
育
や
、
領
土

問
題
の
啓
発
活
動
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

新
藤　

次
世
代
を
担
う
子
供
た
ち

に
、
わ
が
国
の
立
場
や
領
土
に
つ
い

て
正
し
く
教
育
す
る
こ
と
は
と
て
も

重
要
で
す
。
平
成
26
年
１
月
、
中
学

校
・
高
校
の
学
習
指
導
要
領
解
説
が

改
訂
さ
れ
、
竹
島
と
尖
閣
諸
島
が
よ

り
明
確
に
記
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
現
在
使
用
し
て
い
る
小
・

中
学
校
の
社
会
科
の
教
科
書
と
、
解

説
改
訂
後
に
検
定
さ
れ
た
高
校
の
地

理
、
日
本
史
、
現
代
社
会
、
政
治
経

済
の
教
科
書
の
す
べ
て
に
、
北
方
領

土
、
竹
島
、
尖
閣
諸
島
が
記
載
さ
れ

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
今
年
３
月
に
は
小
・
中
学

校
の
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、

小
学
校
の
社
会
科
、
中
学
校
の
社
会

科
の
地
理
、
歴
史
、
公
民
の
す
べ
て

に
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
諸
島
を

明
記
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
啓
発
活
動
と
し
て
、
例
え

ば
領
土
・
主
権
対
策
企
画
調
整
室
で

は
、
今
年
４
月
に
領
土
・
主
権
に
関

す
る
ポ
ス
タ
ー
（
資
料
7
参
照
）
を

作
成
し
、
主
要
都
市
の
地
下
鉄
の
各

駅
や
、
新
幹
線
な
ど
の
車
内
に
掲
示

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
北
方
対
策
本
部
で
は
、
イ

メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
エ
リ

カ
ち
ゃ
ん
」
を
活
用
し
、
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ

イ
ッ
タ
ー
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を

発
信
。
元
島
民
が
高
齢
化
す
る
中
、

北
方
領
土
の
歴
史
な
ど
を
若
い
世

代
へ
継
承
す
る
こ
と
に
努
め
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
領
土
・
主
権
に
関
す
る

情
報
は
逐
一
、
私
の
フ
ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
公
開
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
是
非
ご

覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

資料7  領土・主権に関するポスター

領土・主権対策企画調整室
http://www.cas.go.jp/jp/ryodo/

北方対策本部
http://www8.cao.go.jp/hoppo/

新藤義孝フェイスブック
https://www.facebook.com/shindoyoshitaka/

新藤義孝ツイッター
https://twitter.com/shindo_y

出典：内閣官房 領土・主権対策企画調整室

21　Libre September 2017 20


